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○袖ケ浦市精神障害者医療費等給付条例  

昭和４９年９月２０日 

条例第３７号 

（目的） 

第１条 この条例は、精神障害者に対し、医療費等を給付することにより

経済的援護をするとともに完全な治療を図り社会復帰を促進することを

目的とする。 

（平７条例６・一部改正） 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

(1) 精神障害者 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２

３号）第５条に規定する精神障害者をいう。 

(2) 医療費 

診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９号）の例に

より算出した費用のうち被保険者が精神障害の治療のために保険医療

機関又は保険薬局に支払う一部負担金をいう。 

(3) 保護者 

精神障害者の成年後見人、未成年後見人、配偶者、親権を行う者及

び扶養義務者をいう。 

（昭６３条例１４・平７条例６・平７条例２５・平１１条例５・平

１２条例２３・平１８条例１２・平１９条例２８・平２６条例３０・

一部改正） 

（対象者） 

第３条 この条例により医療費の給付を受けることができる者（以下「対

象者」という。）は、精神障害者であって、かつ、次の各号のいずれに

も該当するものとする。 
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(1) １月以上にわたり治療を受け、医療費を支払っている者 

(2) 本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に１年以上記録されてい

る者 

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号）第５条第２２項に規定する自立支援医療の

うち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施

行令（平成１８年政令第１０号）第１条の２第３号に規定する精神通

院医療を利用する者又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７

年法律第８０号）に規定する被保険者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象

者としない。 

(1) 精神障害者と生計を一にする者として規則で定めるものについて、

給付事由の生じた月の属する年度（給付事由の生じた月が４月から６

月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を

含む。）の同法第２９２条第１項第２号に掲げる所得割（同法第３２

８条の規定により課する所得割を除く。）の額を規則で定めるところ

により合算した額が２３５，０００円以上であるもの 

(2) 本市以外において精神障害者に係る医療費の給付を受けることが

できる者 

（平２６条例３０・全改） 

（給付額） 

第４条 給付する額は、次の各号に掲げる額とする。 

(1) 対象者の医療費の自己負担額。ただし、自己負担額に対する付加給

付等があるときは、その額を控除した額とする。 

(2) 当該精神障害の治療に伴い保険医療機関又は保険薬局に支払った

診療・調剤報酬証明手数料の額。ただし、１件につき２００円を限度

とする。 
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（平２６条例３０・全改） 

（受給権者） 

第５条 対象者又は本市に住所を有する保護者（以下「受給権者」という。）

は、この条例の定めるところにより医療費等の給付を受けることができ

る。 

（平７条例６・平１９条例２８・平２６条例３０・一部改正） 

（資格証） 

第６条 医療費の支給を受けようとする対象者は、あらかじめ規則の定め

るところにより受給資格の登録を申請し、資格証の交付を受けなければ

ならない。 

（平２６条例３０・全改） 

（届出の義務） 

第７条 資格証の交付を受けた対象者は、前条の受給資格の登録内容に変

更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。 

（平２６条例３０・追加） 

（給付の申請及び決定） 

第８条 給付を受けようとする受給権者は、規則に定めるところにより市

長にその旨を申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請に基づき給付の適否を決定するものとする。 

３ 第１項に規定する申請は、対象者が受けた医療に関する医療費等を支

払った日の翌日から起算して２年以内に申請しなければならない。 

（平２６条例３０・追加） 

（返還） 

第９条 市長は、受給権者が偽りその他不正の手段により医療費等の給付

を受けたときは、その者に既に給付した医療費等の額の全部又は一部の

返還を命ずることができる。 

２ 市長は、前項の規定による返還を命ずる場合は、当該返還を命ずる者

に対し、その理由を示さなければならない。 
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（平７条例６・平８条例２０・一部改正、平２６条例３０・旧第７

条繰下） 

（委任） 

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（平２６条例３０・旧第８条繰下） 

附 則 

この条例は、昭和４９年１０月１日から施行する。 

附 則（昭和６３年条例第１４号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の袖ケ浦町精神障害者医療費

給付条例の規定は、昭和６３年７月１日から適用する。 

附 則（平成７年条例第６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前においてなされた医療に係る医療費等にあって

は、改正後の袖ケ浦市精神障害者医療費等給付条例の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 

附 則（平成７年条例第２５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成８年条例第２０号） 

この条例は、平成９年７月１日から施行する。 

附 則（平成１１年条例第５号） 

この条例は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年条例第２３号） 

この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年条例第１２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年条例第２８号） 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前においてなされた医療に係る支給については、

改正後の袖ケ浦市精神障害者医療費等給付条例の規定にかかわらず、な

お従前の例による。 

附 則（平成２６年条例第３０号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年８月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 市長は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前において、

改正後の袖ケ浦市精神障害者医療費等給付条例（以下「新条例」という。）

の規定による資格証の交付その他新条例の施行に関し必要な準備行為を

することができる。 

（経過措置） 

３ 新条例の規定は、施行日以後になされた医療に係る給付について適用

し、施行日前においてなされた医療に係る給付については、なお従前の

例による。 
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○袖ケ浦市精神障害者医療費等給付条例施行規則  

昭和４９年９月２０日 

規則第１９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、袖ケ浦市精神障害者医療費等給付条例（昭和４９年

条例第３７号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（平７規則１０・一部改正） 

（基準世帯員） 

第２条 条例第３条第２項第１号に規定する精神障害者と生計を一にする

者として規則で定めるものは、次の各号に掲げる対象者（条例第３条第

１項に規定する「対象者」をいう。以下同じ。）の区分に応じ、加入す

る医療保険の同一被保険者となる者（以下「基準世帯員」という。）と

する。ただし、対象者が基準世帯員（当該精神障害者の配偶者を除く。）

の扶養親族又は被扶養者に該当しないときは、基準世帯員を当該対象者

の配偶者のみであるものとすることができる。 

(1) 対象者の加入している医療保険が国民健康保険及び後期高齢者医

療以外である場合 対象者の加入している医療保険各法（健康保険法

（大正１１年法律第７０号）、船員保険法（昭和１４年法律第７３号）、

国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）、地方公務員等

共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）及び私立学校教職員共済法

（昭和２８年法律第２４５号）をいう。以下同じ。）の規定による被

保険者（当該医療の給付に係る対象者以外の者であって、かつ、健康

保険法の規定による被保険者（同法第３条第２項の規定による日雇特

例被保険者を除く。）、船員保険法の規定による被保険者、国家公務

員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による共済組合

の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制

度の加入者又は健康保険法第１２６条の規定により日雇特例被保険者
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手帳の交付を受けその手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がな

くなるに至るまでの間にある者をいう。） 

(2) 対象者の加入している医療保険が国民健康保険である場合 対象

者の加入している国民健康保険の被保険者（当該医療の給付に係る対

象者以外の者であって、かつ、同一の世帯に属する者に限る。） 

(3) 対象者の加入している医療保険が後期高齢者医療である場合 対

象者の加入している後期高齢者医療の被保険者（当該医療の給付に係

る対象者以外の者であって、かつ、同一の世帯に属する者に限る。） 

（平２７規則３７・全改） 

（所得割の額の算定方法） 

第３条 条例第３条第２項第１号に規定する市町村民税の所得割の額の算

定方法は、次の各号に掲げる方法によるものとする。 

(1) 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条の７並びに附則

第５条の４第６項及び第５条の４の２第６項の規定による控除をされ

るべき金額があるときは、当該金額を加算するものとする。 

(2) 地方税法等の一部を改正する法律（平成２２年法律第４号）第１条

の規定による改正前の地方税法第２９２条第１項第８号に規定する扶

養親族（１６歳未満の者に限る。以下この号において「扶養親族」と

いう。）及び同法第３１４条の２第１項第１１号に規定する特定扶養

親族（１９歳未満の者に限る。以下この号において「特定扶養親族」

という。）があるときは、当該各号に規定する額（扶養親族に係るも

の及び特定扶養親族に係るもの（扶養親族に係る額に相当するものを

除く。）に限る。）に同法第３１４条の３第１項に規定する所得割の

税率を乗じて得た額を控除するものとする。 

２ 条例第３条第２項第１号の合算した額の算定については、次の各号に

掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 

(1) 対象者が医療保険各法の規定による被保険者である場合 当該対

象者の市町村民税の所得割の額 
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(2) 対象者が国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）の規定によ

る被保険者である場合 当該対象者の市町村民税の所得割の額及び当

該対象者に関する基準世帯員の市町村民税の所得割の額を合算した額 

(3) 対象者が高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０

号）の規定による被保険者である場合 当該対象者の市町村民税の所

得割の額及び当該対象者に関する基準世帯員の市町村民税の所得割の

額を合算した額 

(4) 対象者が前３号のいずれにも該当しない者である場合 当該対象

者に関する基準世帯員の市町村民税の所得割の額 

（平２７規則３７・全改） 

（受給資格の登録） 

第４条 条例第６条の規定により受給資格の登録を申請しようとする者

（以下「申請者」という。）は、袖ケ浦市精神障害者医療費等受給資格

登録申請書（様式第１号。以下「資格登録申請書」という。）に次の各

号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）に基

づく自立支援医療（精神通院医療）受給者証の写し 

(2) 第２条各号に掲げる医療保険に係る被保険者証又は組合員証（以下

「被保険者証等」という。）の写し 

(3) 対象者と基準世帯員の市町村民税の所得割の額が分かる証明書 

(4) 第２条第１号に該当する場合は付加給付等証明書（様式第２号） 

(5) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、市において市町村民税の所得割の額を確認

することができる者であって、対象者及び基準世帯員が同意したものに

ついては、市町村民税の所得割の額が分かる証明書の提出を省略するこ

とができる。 

（平２７規則３７・追加） 
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（受給資格の登録事項） 

第５条 前条の受給資格の登録事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 対象者の住所、氏名、性別、生年月日、電話番号及び個人番号（行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律（平成２５年法律第２７号）第２条第５項に規定する個人番号をい

う。以下同じ。） 

(2) 対象者に係る障害者総合支援法に基づく自立支援医療（精神通院医

療）受給者証の記載事項 

(3) 対象者に係る被保険者証等の記載事項 

(4) その他市長が必要と認める事項 

（平２７規則３７・追加、平２７規則５１・一部改正） 

（資格証の交付） 

第６条 市長は、申請者から資格登録申請書の提出があったときは、速や

かにその内容を審査した上、受給資格の要件に該当する場合にあっては

袖ケ浦市精神障害者医療費等受給資格証（様式第３号。以下「資格証」

という。）を交付するものとし、該当しない場合にあっては袖ケ浦市精

神障害者医療費等受給資格認定却下通知書（様式第４号）により、当該

申請者にその旨を通知するものとする。 

２ 資格証の交付を受けた対象者は、紛失又は毀損若しくは汚損等の理由

により資格証の再交付を受けようとするときは、袖ケ浦市精神障害者医

療費等資格証再交付申請書（様式第５号。以下次項において「再交付申

請書」という。）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の再交付申請書の提出があったときは、当該対象者に資

格証を再交付するものとする。 

（平２７規則３７・追加） 

（資格証の有効期間及び更新） 

第７条 資格証の有効期間は、資格登録申請書の提出があった日の属する

月の翌月１日から最初に到来する７月３１日までとする。ただし、転入
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により受給資格を有した場合で、受給資格を有した日から起算して１月

以内に資格登録申請書の提出があったときの資格証の有効期間の起算日

は、受給資格を有した日とする。 

２ 市長は、資格証の有効期間が終了し、当該対象者が引き続き受給資格

を有する場合には、資格証の更新を行うものとする。この場合の有効期

間は、８月１日から最初に到来する７月３１日までとする。 

（平２７規則３７・追加） 

（届出の義務） 

第８条 条例第７条の規定による届出は、袖ケ浦市精神障害者医療費等受

給資格登録内容変更届（様式第６号）を市長に提出することにより行わ

なければならない。 

（平２７規則３７・追加） 

（給付の申請及び決定） 

第９条 対象者が、保険医療機関又は保険薬局（以下この項において「保

険医療機関等」という。）において精神障害の治療を受け、その医療費

等の給付を受けようとするときは、袖ケ浦市精神障害者医療費等給付申

請書（様式第７号）に、保険医療機関等の発行する診療（調剤）報酬点

数が明示された領収書を添えて、市長に申請しなければならない。この

場合において、基準世帯員の入院期間中の医療費等にあっては、袖ケ浦

市精神障害者医療費等届出書（様式第８号）を添付しなければならない。 

２ 前項の申請には、被保険者証等及び資格証を市長に提示しなければな

らない。 

３ 市長は、第１項の規定による申請があったときは、速やかにその内容

を審査した上、医療費等の給付の可否を決定し、その結果を袖ケ浦市精

神障害者医療費等給付認定（却下）通知書（様式第９号）により、当該

対象者にその旨を通知するものとする。 

（平２７規則３７・追加） 

（受給資格の喪失） 
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第１０条 対象者が次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは、

速やかに袖ケ浦市精神障害者医療費等受給資格喪失届（様式第１０号）

を市長に提出しなければならない。 

(1) 死亡したとき。 

(2) 市外へ転出したとき。 

(3) 生活保護を受給したとき。 

(4) 障害者総合支援法に基づく自立支援医療（精神通院医療）の受給を

受けなくなったとき。 

(5) その他医療費等の給付を必要としなくなったとき。 

２ 市長は、対象者が受給資格を喪失したことを確認したときは、受給資

格を取り消すものとする。 

（平２７規則３７・追加） 

（代理） 

第１１条 条例及びこの規則に定める申請及び届出等は、保護者が行うこ

とができる。 

（平２７規則３７・追加） 

（台帳の管理） 

第１２条 市長は、袖ケ浦市精神障害者医療費等給付に係る事項を記載し

整理するため、袖ケ浦市精神障害者医療費等給付台帳（様式第１１号。

以下この条において「台帳」という。）を作成するものとする。ただし、

台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に

管理及び利用することによって、事務を支障なく行うことができる場合

については、台帳の作成を省略することができる。 

（平２７規則３７・追加） 

附 則 

この規則は、昭和４９年１０月１日から施行する。 

附 則（昭和５２年規則第８号の５） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附 則（昭和５３年規則第３１号）抄 

この規則は、昭和５４年１月１日から施行する。 

附 則（平成７年規則第１０号） 

この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年規則第３１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年規則第５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行後においても、平成２０年３月以前の医療に係る申請

及び認定については、改正後の袖ケ浦市精神障害者医療費等給付条例施

行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成２７年規則第３７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２７年８月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 市長は、この規則の施行日（以下「施行日」という。）前において、

改正後の袖ケ浦市精神障害者医療費等給付条例施行規則（以下「新規則」

という。）の規定による資格証の交付その他新規則の施行に関し必要な

準備行為をすることができる。 

（経過措置） 

３ 新規則の規定は、施行日以後になされた医療に係る支給について適用

し、施行日前においてなされた医療に係る支給については、なお従前の

例による。 

附 則（平成２７年規則第５１号） 

この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

附 則（平成２８年規則第１０号） 
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この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
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